
 
 

 

入札公告の変更 

 

 

 平成３０年１０月１５日 

 

                        支出負担行為担当官 

                          原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 原田 義久 

 

 

 平成３０年１０月１２日付けで公告した平成３０年度原子力規制委員会原子力規制庁各

地方事務所等における複合機の賃貸借及び保守業務の一般競争入札について、以下のとお

り変更します。 

 

「仕様書」に「７．情報セキュリティの確保」として、次の文言を追加する。 
 
７．情報セキュリティの確保 
   請負者は、下記の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 

（１）請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方

法及び管理体制について原子力規制庁担当官に書面で提出すること。 

（２）請負者は、原子力規制庁担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機

密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。 

また、請負業務において請負者が作成する情報については、原子力規制庁担当官から

の指示に応じて適切に取り扱うこと。  

（３）請負者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーを確認及び遵守した上で、請

負業務を履行すること。 

（４）請負者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ

対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュ

リティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当官の行う情報セキュリテ

ィ対策に関する監査を受け入れること。 

（５）請負者は、原子力規制庁担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要に

なった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 

また、請負業務において請負者が作成した情報についても、原子力規制庁担当官から

の指示に応じて適切に廃棄すること。 

（６）請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告する

こと。 

 

（参考）原子力規制委員会情報セキュリティポリシー

https://www.nsr.go.jp/data/000129977.pdf 

 

 


